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学校教育制度におけるアーティキュレーションの問題

一一課題意識の変容と教育課題一一

清水一彦(筑波大学)

はじめに

近年、アーティキュレーション (articulation) とか接続問題といった言葉や用

語が教育界をにぎわしている。異なる学校段階間の垂直的接続関係を表すアーティ

キュレーションのi問題は、政策論議のレベルだけでなく教育関係学会や研究者特に

若い研究者の問でもこれに取り組む動きがみられ14。筆者の知る限り、わがIIIにお

いて教育のアーティキュレーション問題に組織的に取り組もうとしたのは1970年代

後半のアメリカ教育史研究会であっ 7ぜか、その後自立った勤きはみられなかった。

もちろん、第二次li上界大戦後の新学出1)の実施や発達のフ。ロセスにおいて、学校段階

問の接続問題は存在していたし、事実それに関連した論稿や報告書:はみられた。中

央教育審議会(以下、中教審)をはじめとする文部省(現文部科学省)の各種審議

会の答申や報告等にも部分的に言及されていた。しかし、今自のように教育改革の

一つの重要な視点として取り上げられるようになったのは初めてのことであるとい

ってよい。それが最も象徴的に表れたのが、平成11年 (1999)の中教審答申「初等

中等教育と高等教育との接続の改善についてJであった。

この答申の意義については後述するが、なぜ今アーティキュレーションが問題と

なっているのか、またその課題意識はどのように変容し、今日的教育課題は何なの

か。本稿でのこうした考察の前に、まずは制度研究の立場からこの問題の重要性は

どこにあるのかを考えてみたい。

第 lに、 トータルな観点からの教育制度論の興隆を挙げることができる。われわ

れはこれまでややもすれば学校教育の問題をそれぞれ独立したものとして個別的に

捉えがちであった。すなわち、初等教育、中等教育、高等教育といった教育段階方IJ

や、あるいは小学校、中学校、高校など各学校種別ごとの問題を研究対象として取

り上げる場合が多かった。しかし、かつての[人間の発達過程に応じた学校体系の

開発j試行や「生涯学留体系への移行j施策等を背景に、学校段階聞の継ぎ自に注
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自したり、学校教育(制度)を連続体としてトータノレに問題把握しようとしたりす

る気運が高まり、その研究の必要性が出てきた。もっともこうした問題の大きさと

譲雑さから、個人の力では限界があり、むしろ学会とか何らかの研究組織が共同し

て取り組む課題といえよう。

第2に、子どもや学習者の視点の喚起である。公教育制度は、一人ひとりの子ど

もの立場からみれば、子どもが異なるいくつかの教育段階の学校を垂直的に(とき

には水平的に)通過していく制度となっている。したがってそこでは、およそ年齢

の進行とともに各学校関の移行を経験することになる。わが国の場合、多くの人々

は幼稚園から小学校への、小学校から中学校への、中学校から高校への、さらには

高校から大学への、それぞれの移行を経験する。学校教育は本来、子ども(学習

者)への働きかけであり、生きる主体としての子どもが中心でなければならない。

それぞれの学校を通っていくのは、子ども自身であるからである。いかにすばらし

い学習環境が用意されても、子ども白身の移行が妨げられ、ゆがめられることがあ

っては、子どもの人格形成の基礎は期待されない。それゆえ、下級学校と上級学校

とを結ぶ、いわゆる移行期の教育に十分な配慮が求められなければならない。

に、教育学研究の課題としてのアーティキュレーション問題が存在する。

今なぜアーティキュレーションなのか

(1)第ニ次的作業としての課題意識の昂揚

教育におけるアーティキュレーション問題の課題意識は、そもそも近代的学校体

系成立の歴史的背景と関連するものである。つまり、近代的学校体系は、学校の体

系性あるいは有機的連関性をもって成立した。しかし最初から整合性の完成した

構図をもっていたわけではない。歴史的には、中世・近世の前近代性の残存や遺ffllJ

とも関係しないわけではないが、そうした選制の存続を保障するような当代の社会

構造と社会的要求に対応した不整合と異質性を内部に抱えていたのである。そして

それは、主にヨーロッパにみられた「上からの学校系統」と「下からの学校系統j

の共存という接線型学校体系や、一方の系統から他の系統へのつながりが断絶して

いる、いわゆる「袋小路j的な分岐型学校体系に具現化されていた。

近代的学校体系は、まさにこうした内部に抱えていた不整合と異質性を解消し、

すべての国民に等しくその教育機会が開放され、被教育者がその教育期間を通じて

それぞれの段階を通りぬける仕組みを築き上げることが重要課題とされた。しか

し、アーティキュレーションの問題意識は、こうした学校体系の不整合を解消する

段階で考えられたものではなく、むしろ教育の機会均等が進んだ民主的社会におけ
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る単線型学校体系成立後の過程で考えられるようになった。換言すれば、アーティ

キュレーションは、tlJlJJ支白体もしくは体系そのものの変革を外社会から要請するよ

うな松本的なものではなく、単線型学校体系における f部分i/jIJJ支的次元および内容

的次元において整頓し充実させ、完成までもって州第二次(j']{1議j として位置

付くものなのである。

わが国の場合、戦後 I~ï 領軍政下で現行の単線型学校体系が成立したが、ilJlJJ支の早

期実胞が優先され、しかもアメ 1)カfJliJの強力な指導という特妹事情のなかで、多く

の問題を残したまま半世紀を経過した。この1M]、部分的制度・内容i訴の己主:変・整備

は行われてきたが、第二次的作業としてのアーティキュレーションという課題意識

は希薄であり、それぞれの学校そのものの改善・改革が中心となっていた。その意

味では、今1:1に及んでようやくその訟題意識が高まり、第二次的作業に着手するよ

うになったといえるのである。

(2)教育の多様化の影響

教育の多様化は、個人の能力・適性・進路あるいは社会的・時代的要請などに花、

じて多様な教育のあり方が求められる教育理念である。一般には教育の平等化に対

IlJi~; される概念であり、多くの場合、後期J中等教脊レベルにおけるコース分化や高等

教育機関の種別化において用いられる。近年の教育改革では、教育課程の弾力化や

習熟度別編成あるいは入学試験における選抜方法・尺度などにおいても頻繁に使わ

tLている o

ところで、教育の多様化をめぐる論争は、 1960年代の教育政策との関連において

顕在化した。当時の教青政策の基本理念は多様化に求められ、 iヨ経連をはじめとす

る産業界からの外的要請が強く影響LL昭和41:{1三10月の中教審答申 f後期中等教

育の拡充整備についてjは、「普通教育を主とする学科および専i勺教育を主とする

学科を通じ、学科等のあり方について教育内容・方法の両面から再検討‘を加え、生

徒の適性・能力・進路に対応するとともに、職種の専門的分化と新しい分野の人材

需要とに即応するよう改善し、教育内容の多様化をはかる J ことが強調され、後;JlJ~

仁1"等教育の多様化が表面に押し出された。さらに、この答申を跳躍台とし、翌年の

昭和42年 8月には理科教育および産業教育審議会によって「高校における職業教育

の多様化についてjも答申されることになった。

高校教育課程の再編成から始まった教育の多様化論争は、社会的要請の優先か生

徒の11菌性重視か、あるいは能力主義か個性主義かといった形で、問題提起され、その

対立は70年代に入ってさらに激化することになったのでみ三。昭和6年 6丹のヰI教
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審答申「今後における学校教育の総合的な拡充整慌のための基本的施策について」

はこのような状況ドで提出された。 f46答申jと呼ばれるこの答申は、わがi習にお

ける学校教育の全面的な改革のための基本的な構想と施策を主な内容とする画期的

なものとなった。それは幼稚i弱から大学までの全学校体系について総合的に再検討

を行い、 i明治初年の教育改革、敗戦後の教育改革に並ぶ{第 3の教育改革Jとさえ

位置づけられた。

答申では、初等・中等教育改革の基本構想のーっとして、学校段階の特質に応じ

た教育課程の改善が挙げられ、具ー体的には「生徒の能力・適性・希望rtなどの多様な

分化に応じ、高等学校の教育内容について適切な多様化を行なうこと。この場合、

コースの多様化と伺 11寺に、 1ml 人の可能性の発ü~ と志望の変化に )~6 じてコースの転換

を容易にし、また、さまざまなコースからの進学の機会を確保すると6i:0 Jと提言

された。

1:1:1教審の多様化路線が展開するなかで、高校への進学率は急速に仲び、 1970年代

にはすでに90%を超えるようになった。しかし他方では、高校教育の現状は生徒の

ニーズに対応したものとなっておらず、画一的な教育課程、大学進学準備に偏った

教育、編差値に過度に依存した進路指導、あるいは不本意入学や高校中退などの問

題が表面化することになった。

1980:1:1三代に入るとイlu1性重視の多様化政策へと転換されることになった。昭和]59年

に設寵されたi即時教育審議会(l取教若手)は、高校教育をめぐる問題を含めてわが留

の学歴社会の弊害や受験競争過熱の是正などをI:RIるために、 mlJ)支の多様化や運用の

柔軟化に重きを置いたさまざまな教育改革を提言することになった。昭和60:?!三の第

1次答申のなかでは中等教育の多様性が取りよげられ、 f青年期は、自我が椛立し、

個性の分化が徐々に顕著になる時期であり、この時期の教育は、多様な教育内容と

教育機会を提供すべきである」という見解に立って、後JV~li=1等教育については、

「さらに能力・適性に応じて、できるだけ多様な教育内容を選択履修できるように

することが望まれる。このため、できるだけ教青の機会の提供を多様にするととも

に、それら相互の関係を柔軟にする必要がある。jと指摘した。

i指教審で強調された高校教育の個性化・多様化の必要性および各種の提言は、学

習指導要領の改定をはじめ、平成 3年の中教審答申「新しいi時代に対応する教育の

諸制度の改革について」などを経て、多くが実を結ぶことになったのである。平成

元年に公示された学習指導要領では、各高校の倉IJ意工夫により生徒の能力・適性等

に応じた適切な教育を行うために、多様な教科・科目の設定や授業形態の弾力化等

による生徒の選択の機会の拡大、各学年の課程の修了認定の弾力化などの改善が図
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られた。また、ヰI教審答申を受ける形で、全自出IJ課程における単位制高校の創設、

学校間連携による他高校における学習成果の単位認定、専修学校における学習成果

の単位認定、技能審査(簿記や珠算等)の成果の単位認定、調査蓄を用いない高校

入学者選抜の道の導入、総合学科の創設などが相次いで実現することになった。高

校教育の多様化の勢いはその後も激しさを増し、平成11年の学習指導要領の改訂に

おいても、「総合的な学習の時間Jの設定や教育内容の厳選をはじめ、普通教科・

専門教科の増設、 1単位11寺l1iJの弾力的運用あるいは要卒単位数の縮減などが図られ

ることになった。

こうしたなかで、臨教審答申でも指摘されていたように、高校を含む後期中等教

育機関の役割jや機能をどう考え、相互の連携をいかに I~ っていくのか。また、学校

種別の多様化や進路の複雑化に対応して、自己の将来への呂的意識の確立とそれに

基づいた主体的な進路選択能力の育成をどう図るかが重要な課題となってきた。ま

た、他方では大学改革の急速な進展による大学教育の多様化の勢いも大きく、後期

中等教育レベルの「よこの接続jの問題とともに、大学等の高等教育機関との fた

ての接続Jの問題も大きな課題の一つになったのである。とくに「たての接続Jで

は、入試問題のみならず教育内容や方法の側面での再検討ーが迫られるようになっ

。
た

(3)高等教育の大衆化・柔構造化の影響

学校制度全体を視野に入れたアーティキュレーションの課題意識は、高等教育の

大衆化とも密接な関連を有している。アメリカに遅れること20年余後の昭和38年に

大衆化に突入したわが国では、高校への高い進学率や国民の高学歴化志向を背景に

高等教育の拡大路線が進行し、今日のユニバーサノレ化の実現をみるまでに至った。

高校卒業生の高等教育進学率の高さは、学習者の移行という点からみれば初等教育

から高等教育まで完全につなげることになった。

しかし、現行の学校体系は当初から初等教育から高等教育まで一貫した制度を予

定しているものではなかった。各学校は、それぞれ目的や機能あるいはその成立の

歴史的背景や起源とも深く関連し、包有の機能や性格をもっ。したがって、一般的

理念にもかかわらず、初等一中等教育、中等一高等教育はもとより、各教育段措内

の学校相互間の接続関係は、実際においてそれぞれ特有の性格を有しているのであ

る。そして、このことが各学校段階間の接続関係の現実の態様が異なるという接続

関係の教育段階的異質性をもたらし、さらにアーティキュレーション問題全体の楼

雑性・困難性をもたらすものとをっている。
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佐々木亨氏は、かつてわが留の現行制度について主に各学校の目的・機能の点か

ら次のような考察を行どんすなわち、初等・ 4噂教育に関しては、小学校→中学

校、中学校→高校という接続の関係を示し、全体として小→中→高という下から積

み上げられる教育成果を表す図式となっている。これに対して高校と大学の場合

は、高校教育の完成教育機関としての位置づけと、大学目的の高校以下との無関係

さとから、必ずしも高→大となっていな ~\o また、初等・ 11:t等教育についてさらに

呉体的にみても、中→高の関係は小→ 11=1のそれとは決して同じでなく、それは主と

して高校教育の非義務教育、課程分化などによるものであると指撤していた。

このように、アーティキュレーションの問題は学校制度全体を通じて決して一様

ではなく、各教育段階や学校段階間において特有の性格を持っている。とりわけ高

校以下の学校教育と大学との関係は法制度的には断続されており、普通教育として

連続性を有する初等・中等教育の場合とは異質性が強いことがわかる。 ~I~連続を前

提とする中等・高等教育問アーティキュレーションが主として大学入学者選抜に焦

点が蓋かれ、過度の受験競争を解消しようとする観点から、選抜方法の改善に集約

されてきた背景にはこうした教育段階的異質性が存在していたのである。

しかし、高等教育の大衆化・ユニバーサル化のなかで、従前の断続的な法制度的

状況に少しメスを入れようとする動きが出始めた。それが平成10年11月6日の文部

大臣から中教審への諮問事項「初等中等教育と高等教育との接続の改善についてj

であった。諮問内容は、①高等学校及び大学の役割分担の明確化と両者の教育の連

携について、及び②高等学校と大学の接続を重視した大学入学者選抜の改善につい

てであったが、翌年12月161ヨの答申の11=1では、次の 4点に関わる接続改善方策がi明

らかにされた。

第 1l;:t，初等中等教育の「自ら学ぴ、自ら考える力jと高等教育の f課題探求能

力Jの育成を軸としたソフト而における教育接続である。概述したように、教育目

的の法規定は、学校教育では普通教育を媒介として小・中・高の連続性を保障して

いたのに対して、大学の場合は学術の中心としてそれまでの学校教育とは断絶され

ていた。この法規定自体の変更は求められなかったが、各教育段階の役割を見直

し、現実の高い進学率ゃいわゆる「学力低下jの問題などを考雄、しながら、学校教

育と大学教育との呂標の連続性とともに教育内容の整合性を指摘したことは画期的

なことであった。

第2は、後期中等教育段階における多様性と高等教育段階における多様性との円

滑-な接続である。具体的には、高校生が大学レベルの教育を履修する機会の拡大、

大学が求める学生像や教育内容等の情報の提供、生徒の能力・適性等に応、じた進路
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指導や学留指導の充実、入学者の履修歴等の多様化に応じた導入教育の工夫、高

校・大学関係者の相互理解の促進である。なかでも制度的に注目されるのは、高一

大教育連携の拡大方策である。平成10年度からは高校生の大学等で、の科目等履修

生、研修生あるいは聴講生としての学修について単位認定できる制度改正が行われ

たが、これをさらに積極的に推し進めようとするものであった。こうした教育上の

連携方策は、学習者の下級学校から上級学校への移行を円滑に行うための補助的・

補完的な問題領域で、アーティキュレーションのいわば運営的側面についての提言

といえる O

第 3は、大学入学者選抜における大学側の取り組みと学生側の主体的な大学選択

との相互選択の持続である。大学が学部・学科の教育理念や教育内容を i明示し、そ

れに必要な能力、適性等についての考え方をまとめた「アドミッション・ポリシ

-Jを今後の入試改善の鍵的概念にしながら、学生の求めるものと大学が求めるも

のとのマッチングを図ろうとした。公平概念の多元化やセンタ一試験の資格試験的

取り扱いなどによって、大学仰は多様な入試をさらに拡大することができ、また受

験生も適切な大学選択が可能となり、双方にとってメリットが大きいとされた。

第 4は、学校教育と職業生活との接続である。小学校段階から望ましい職業観や

職業に関する知識・技能とともに、主体的に進路を選択する能力・態度を育てるキ

ャリア教育の開発の提言である。

この答申は、戦後半世紀の教育の発展をたどりながら、幼児教育から高等教青さ

らには学校教育と職業生活との接続にまで踏み込んで総合的な検討課題を明確に

し、各学校段階1141の役割を明示しつつ具体的な接続改善方策を提示したという点に

おいて意義深い。また、入学者選抜問題の解決を図る上で、高等教育システム全体の

柔構造化を求めた点も、新たに接続の問題を入試という「点Jから「線Jへと移行

させる可能性を与えるものであった。

2 アーティキュレーションの課題意識の変容

(1)義務教育と義務後教育との関係意識から始まる

わが留の現行の 6・3・3制は、教育段階からみれば6・33であったはずで・あっ

たが、現実には義務教育の実施が最優先されたため義務教育 9年、新制高校 3年の

63・3という制度体系の特色を有していた。黒羽亮一氏によれば、新fIJIJ中学校の教

員は「小学校や青年学校からの補充が7割以上」で「大学や高等師範ヰはきわめて

少なく、基本的に中等教員の構成になっていないJとして、行政上の扱いの関係と

ともに、新制中学は「中等教育の理念を欠いていたjと指摘して日ム
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当時のアメリカ教育使節団あるいは日本側委員会が新11ilJ中学校を中等教育と明確

に意識していたにもかかわらず、呪実には初等教育の延長的性格を強くもちながら

義務教育として歩むことになったといえる。敗戦亘後のスピード実施という特殊事

情による影響が強かったが、明治以来の義務教育中心の教育政策を反映するもので

もあった。これによって、アーティキュレーションの問題は、小学校・中学校の義

務教育とそれ以後の義務後教育との接続という、義務一義務後という関係図式で出

発することになったのである。

(2)一貫性としての課題意識

わが国におけるアーティキュレーション問題の特徴は、平くから教育の一貫性と

いう問題意識の 1:1:1で取り上け‘られたことである。例えば、小一中の義務教育の一貫

性や、中一高に関わるヰi等教育の一貫性という問題把握などである。国立の付属

小・中・高を中心とした多くの実証的事例研究は、この範i鳴に合まれる。そして、

多くの場合、教育指導の一貫性や教育内容の一貫性などが具体的な研究の対象とさ

れてきた。しかし、これらは主として義務教育や中等教育内における特定の個別問

題として取り扱われ、しかも既存の制度を是認し、それを前提としながらもっぱら

一貫性の技術的処理の11:l]J題に終始していた。

こうした課題意識は、特に窪i立や私立の学校を中心に中・高 6年一貫flilJの学校や

教育の志向を増長させ、今自の公立高校における中等教育学校のflJlJ度化へと導くこ

とになった。とりわけ中高一貫教育の可能性については、昭和46年の中教審答申

「教育改革のための基本的施策Jのなかで提言され、これを契機に学制改革論議が

活発になり、学校体系の匿切りの変更案や調査研究が多くみられるようになった。

その後、 i布教審l時代にはこの問題が f6年flilJ中等学校J構想として登場してきた。

当時それは、 1=/=1等教育の多様化・弾力化をI:RIるための方策として、青年期における

新しい学校と位置付けられ、 しかも地方公安団体の判断により自主的に進められる

ことが求められた。

この問題はさらに、昭和61年に設置された文部省の「中等教育改革の推進に関す

る調査協力者会議jの中で集中審議され、昭和63年の最終報告書 f6年制中等学校

の在り方と課題について(審議のとりまとめ)Jに集約されることになった。そし

て、中高一貫教育制度の導入は、橋本首相時代の教育改革宣言を受けて作成された

文部省の f教育改革フ。ログラムjの中で改革案として策定され、中央教育審議会に

よって具体的に提言されることになった。周知のように、それは、子どもや保護者

選択の11屈を広げる観点から、現行の公立の中学、高校は残しつつ、 6年1111J中等学校
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を含む中高一貫教育の「選択的導入j という形で現実のものとなった。

中高一貫教育の「選択的導入jは生まれるべくして生まれたものであったといえ

るが、そこでもまた受験競争の低年齢化をもたらさないょっにとクギが刺されてい

た。そのため、公立一貫校への入学については学力試験は行わず、抽選や面J去、小

学校からの推薦、調査書、実技検査などを組み合わせることを求めたほか、高校進

学段階での転校や編入学を認めるなどの配感も求めていた。議論の過程でも、また

広く国民のなかにも一貫校導入に対しては受験競争過熱の危慌をいだく声が少なく

なかった。受験競争の緩和をねらった中高一貫教育制度という特質が全面に表れて

いたといえる。

(3)制度的区切りの問題意識

教育内容を中心とした一貫性意識とは}JIJに、学校tIJIJ!支全体を見直す重jJきも一時期

ではあるが強く興った。昭和46年の中教審答申「教育改革のための基本的施策jで

は、初等・ 'i=1等教育改革の基本構想の下、人間の発達過程に応じた学校体系の開発

が提言され、注目された。呉体的には、幼児と小学校低学年の児童の幼年期におけ

る同一教育機関の可能性、中・高の一貫性教育、従来の6・3・3という段階的区分

の変更、それに高等専門学校のような中等教育と前期高等教育の一貫教青の可能性

という大がかりなものであった。しかも、これらの開発を先導的試行によって着手

しようとした。

しかし、この先導的試行は実現されることはなく、人間の発達過程と学校体系と

の関連の問題は有効な解決策が見出されなかった。それは、「人間の精神的、身体

的発達領域の分類方法、それぞれの領域における発達過程の個人的差異などについ

て、十分な分析」がなされず、科学的な正当性が明確にされなかったためである。

換言すれば、教育改革を支える基本的理念や具体的な制度原理が十分研究されてい

なかったことを表すものであった。

とはいえ、この仁1=1教審答申の与えた影響は決して少なくなかった。むしろ、それ

を契機に学制改革論議が一段と活発化され、とりわけ段階的区分の変更・修正案が

各界より多数提出されたり、学校体系の区切りに関する調査研究などもみられた。

近年、この種の研究は影をひそめているが、生涯学習体系への移行を契機に、単に

学校段階にとどまらず、広く生濯にわたる発達過程、発達段階に応じた教育体系の

総合的な再検討が志向されるようになった。こうしたなかで、学校制度は、ますま

す f人間一人ひとりの発達過程に応じた組織への再編成を一つの重要課題とせざる

をえが~J という現代的教育制度の課題が提起されることになったので、ある。
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(4)集中する入試問題意識

アーティキュレーション問題のうち最も中心的な制度的課題となっていたのが入

試制度である。入試制度はアーティキュレーションのー側面にすぎないが、入試制

度が各学校段階間の継ぎ自の制度であり、生徒の移行に最も直接的に関連したもの

であることから当然といえる。

内外のアーティキュレーションに関する研究においても入試制度に焦点を当てた

ものがとりわけ多い。わが国においては、入試制度を教育目的や機能を中心とした

各学校の接続関係の特質と関連させて検討しようとしたすぐれた研究としては佐々

木亨氏の研究が注目さjtZ。これは、入学選抜の技術的問題を中心とした従来の研

究方法を超えるだけでなく、特に高校教育「制度jとの関係から大学入試制度の特

徴と問題点を教育学的に研究し、教育制度の課題を提起しようとしたものであっ

た。また、より教育の本質に追り子ども・青年の学習権保障の立場から入試制度を

めぐる諸問題を検討しようとした新しい視角をもった研究もみられた。これらの研

究は、他の多くの研究とともに主として入試制度の法制的側面の歴史的分析・検討

に重点が置かれていたが、入試制度を含めたアーティキュレーションの教育学的-

t~IJ度論的研究の必要牲を示唆した点において積極的意義が認められるものである。

また、運動論・政策論としての研究では、日教組の第二次教育制度検討委員会の

報告書が広く知られている。報告書の中では、青年期の教育制度改革として、中学

校と高校を接続した 6年間一貫の地域総合中等学校制度の実現に向けてその具体的

課題が提言されたが、「学校が子どもの発達を保障できるためには発達段階と学校

制度との関連について一定の知見をもっていることが欠かせがLjとして、学校教

育のあり方に一つの重要な視点を与えようとしていた。

すでにみたように、先の中教審答申における接続問題も入試制度が中心であるこ

とには変わりはないが、従来の選抜方法などの技術的・運営的な議論から脱し、一

歩も二歩も踏み込んで教育の連続性を意識した内容面に力点が置かれようとしてい

る点は見逃すことはできない。

以上のように、わが国の学校制度におけるアーティキュレーションの問題は、当

初、戦後の 6・3・3制が意図していた中等学校の一元化による初等教育と中等教

育との接続問題には結びつかず、義務教脊と義務後教育との接続問題に終始してい

た。また、高等教育の一元化に伴う中等教育と高等教育との接続問題は、もっぱら

入試制度をめぐる問題として提起きれていた。その後、中学校と高校との一貫性と

いう制度課題に発展し、さらに近年で、は高大教育連携への動きも活発にみられるよ
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うになったが、いずれも受験競争の緩和を背景とした入試問題との関わりのなかで

生まれたものであった。学校ftJIJ}支全体を通じた、また人11誌の発達過程や子どもの学

習権保障といった観点からの重要性は部分的に指摘されてはきたが、アーティキュ

レーションの特質を踏まえた本格的かつ多角的な二次的作業には着手されていな

し、。

3 アーティキュレーションの教育課題は何か

(1)高校教育の中間的性格・役割

単線型学校体系は、教育の機会均等と教育段階間のスムーズな移行を保障するシ

ステムである。国民の教育機会が高等教育にまで拡大されている現在、就学在日を含

む初等教育から高等教育に至るまでそれぞれのアーティキュレーションは緊密かつ

適切でなければならなL、。

わが[;mの場合、明治以来の教育政策の 1=/=1心が義務教育に置かれ、また戦後の 6・

3・3制実施においても義務教育と義務後教育といった考え方が強く、今でもその

基本は変わらない。近年の高大教育連携方策は、それまでの中等・高等教育問アー

ティキュレーションに一つの風穴をあける意味を有しているが、それが直ちに学校

制度におけるアーティキュレーションの問題を「義務教育j と「高大教育連携Jと

いうこつの方向に向かわせるのは必ずしも望ましいことではない。むしろ、平成立

年の中教審答申にも表されたように普通教育の連続性に基づく初等中等教育の「学

校教育」と f大学教育Jとのアーティキュレーションという方向に進むべきである

と考える。その際、重要な鍵を握るのが高校教育であり、高校に「義務教育」と

「高等教育」との檎渡し{向性格と役割を付与するのが日本的な姿のように忠われる。

1960年代以降に誕生したアメリカのミドルスクールが初等教育とハイスクールとの

橋渡しの学校として発展したのと|司様に、高校にその中間的な性格・機能をもたら

すような制度的保障が求められる。これが第 lの提案である。

(2)結ぶと問時に分ける作業

第 2は、接続問題を考える場合、連続函とともに非連続揺を考える必要性であ

るo これは、アーティキュレーションの基本的概念と関係するものであるが、本

来、アーティキュレーションという語は「骨と骨とを結，，)，;-こと、あるいはこの接合

点jを表す解剖学上の“関節"と f節をつけるjとL寸音声学上の“分節化"の二

通りの意味を持つ。こうした語源的意味からしても、それはあるものとあるものを

つなぐ主罰時に区別するというこ側面、すなわちつなぐという連続面と区別すると
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いう非連続面を同時に有するものと考えられる。学校教育に当てはめた場合、それ

は教育単位としての学校一つひとつの分離・独立を容認するものであり、むしろそ

れを前提条件としている。

教育制度が今日のように異なったいくつかの学校単位に分割されているのは、決

して単なる偶然事で、はない。教育の歴史において、いくつかの教育段階や異なる形

態と内容をもった学校が存続するのは、それなりの意味があるからである。人間の

発達要求や社会的あるいは経済的観点からも、異なる発達段階をすべて含んだ一つ

の共通した学校単位を組織することは不可能に近く、また決して望ましいことでは

ない。歴史的に培われてきた各学校単位の一定程度の自立性・独立性は必要不可欠

なのである。勿論、学校の単なる合成的集合体は必ずしも学校制度とはし、えない。

学校l~IJJ支が捜数の学校単位で組j哉される限り、これらの単位を結ぴつけるアーティ

キュレーションが大きな役割を果たすことになる。

こうした点は、教育におけるアーティキュレーションを理解する上で、基本的に認

識しておかなければならな l'o というのは、アーティキュレーションは、既存の学

校や既成の教育段階をただ単に結びつけるだけにとどまらず、各学校段階を適切に

区切り、区分するということも併せ含めて考えられなければならないからである。

その意味では、平成11年の1:11教審答申において高校と大学の役割分担を明確化し

ようとした意義は大きい。それと同じように、 f学校教育Jと「大学教育Jあるい

は将来的には[義務教育」と「高等教育jにおける共通性、差異性を明確にする必

要がある。その上で、同質なものは結び、異質なものを区別するという制度的作業

が求められるのである。

(3)点から線への移行

第 3は、従来の入試制度に集1=¥:1・集約されてきたアーティキュレーション問題

を、教育内容・方法耐において再検討する必要性である。いわば点から線への移行

作業である。

これまでの接続関係の見直し作業は、どちらかといえば子どものスムーズな移行

を妨げ¥その発達を阻害するような制度的諸要思を解消し除去する教育的措震が中

心であった。学習指導要領の改訂作業はこの程のものであった主いえる。これは主

に、アーティキュレーションが要請される経済的観点を強調するものであり、従来

のアーティキュレーションの課題意識の主流を占めるものでもある。むしろ、これ

からはより積極的な作業として、子どもの円滑な移行を一層促進させ、その十全な

発達をもたらすような創造的教育努力が要請される。しかも、これは高等教育にま
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で及んで求められなければならな ~\o 先般の「総合的な学習の時間j の設定は、こ

うした創造的作業のーっとしてその成果が期待されるが、それが大学教育において

どのように生かされるのか、また高等教育全体においてどう生かすべきかが考えら

れなければならない。入試とともにカリキュラム編成にも反映される必要がある。

これらの解消・除去作業と積極的な創造作業の両者は、教育課程のみならず教育

の指導方法、両校関の情報交換や協働作業など、アーティキュレーションの運営的

側面においても発部される必要がある。これらがともに効果的に行われてこそ、点

から線さらには面への移行が保障され、理念としてのアーティキュレーションが実

現され得ると考えられる。

(4)子どもの発達権・学習権の保障

そして第 4に、アーティキュレーションの教育課題として不可欠なのが、子ども

の発遠権や学留権の保障を移行期の教育の本質的かつ重要な視点に設定することで

起2。

学校は、子どもの成長発達の重要な場であり、学習する上で不可欠な場でもあ

る。それは、子どもの発達権・学湾権を保障する制度的ー形態となっている。それ

ゆえ、学校制度は、こうした子どもの発達権や学習権を保障するー形態としての学

校相互間の結合関係、の総体としてとらえることができる。この結合関係は、基本的

にはタテとヨコの二次元の座標軸で考えられるが、このうちタテの結合関係におい

て最も本質的な理念として子どもの発達過程の連続性を挙げ、ることができる。かつ

てテーューイが、 f教育の過程は連続的な成長の過程であり、その各段階の自擦は成

長する能力をさらに増進させることにおZjと述べた。彼のこうした「発達郎教

育」の理論の根誌には、子どもの発達は生物学的にも心理学的にも遮断されない過

程であり、この発達を供給する学校は、子どもの調和的発達と継続的発達を反映す

るものであるという考え方が含まれている。

異なる学校段階を通過していく子どもの発達は、いつもその速度が一定というわ

けではなく、また種々の発達面において必ずしも並行的ではない。しかし決して突

発的・軒続的であることはなく、常に累積約・連続的なのである。それゆえ、子ど

もの移行の際には、この同じーっの生命の連続的発達がめざされなければならな

い。教育の本質をこうした子どもの連続的な成長発達を保障するところに求める

時、アーティキュレーションの本質的要請もまた、子どもの発達過程あるいは学習

過程の連続性に位置付けられるのである。
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おわりに

アーティキュレーションは、一つの問題が解決されれば、さらに次元の高い新た

な問題が生じるという特質を有する。かつてアメリカのNEA第7年報は、「力量JJ

的・発展的な教育制度において、一つのアーティキュレーションの問題群が解決さ

れれば、ただちに他の問題群が生起子ZJと指摘した。この見解は、当時はまだ19

世紀を通じての学校制度の発達過程の形式的・法tJjlJ的な体系化が主流を占めていた

時期であり、「子どもの側面」からの問題解決の余地が十分残されていたことを示

唆するものであった。また、同年報では、「標準化は、しばしば新しい理念や必要
(18) 

な試行の抑圧に終わる」と述べ、標準化の形式的毘定化傾向を指摘していた。アメ

リカでは、ジュニア・ハイスクールあるいはミドルスクールの発展期においてこれ

らの問題に取り組み、今日まで試行実験を繰り返しながら、これらの学校のアーテ

ィキュレーション機能を確立してきfi。

今日わが国の教育改革は、戦後の 6・3・3tlJiJ実施に比肩するほどの大規模かっ

急速な勢いで展開されている。教育の多様化の一方では新たな標準化・酪一化の傾

向も克之始めている。アーティキュレーションの作業は決して標準化あるいは固定

化を意味するものではない。むしろ、それが常に「子どもの側面」を基本とし、現

実の生きる主体としての子どもを対象としたダイナミックな教育制度の創造が自指

される限り、「問題提起jとしての性質を持ち続けるのである。

わが国の教育段階間を接続する問題は解決の緒についたばかりである。それゆ

え、学習者や被教育者の側からの、つまり子どもの発達や学習権の保障を重要な視

点に据えながら、日本型アーティキュレーションの創造を目指すことが求められ

る。つまり、子どもの発達過程に応じた教育内容・方法、さらには構造的な改善・

改革である。

現代の学校教育は、生涯学習体系における基礎的な教育の場として位置付けられ

ようとしている。それゆえ、教育改革では、子どもの発達段階あるいは各段階に国

有な課題である発達課題と学校教育との関連が極めて重要な問題となってくる。幼

一小教育連携にみられる幼年期教育の構築、障害児教育、さらにはグローパル社会

を反i映した国際交流・協力におけるアーティキュレーションの確立といった制度課

題もある。すでにその重要性や課題性は指摘されてきているが、実際にこうした教

育改革を推し進めるための理論的な研究は十分ではなく、むしろ立ち遅れていると

いわなければならなし」生涯学習における発達段階論確立への基本的視点を提供す

べき基礎的・理論的研究が必要とされるのである。
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